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【元号の表示について】 

 改元に伴い２０１９年１月から４月までの時点を表す場合は「平成３１年（度）」

と表示しており、それ以外の場合は「令和元年（度）」と表示しています。 
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１ 計画策定の趣旨                         
 

平成２４年８月に、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目

指して、「子ども・子育て支援法」「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」「子ども・子育て支援法及び就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のいわゆる「子ども・子育て関連３

法」が制定されました。 

この「子ども・子育て関連３法」に基づいて、平成２７年４月から「子ども・子育

て支援新制度」が施行され、社会全体で子ども・子育てを支えるという考えのもと、

市町村が実施主体となって、地域の特性に対応し、より柔軟な制度運用・サービス提

供を行うことで、①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 ②保育の量的

拡大・確保 ③地域の子ども・子育て支援の充実 に向けた取組を推進しているとこ

ろです。第１期事業計画の評価をもとに、当初想定していなかった全国的な保育教諭

不足など、本町でも例外ではない課題に対し、北栄町における教育・保育、地域の子

ども・子育て支援の提供体制の確保を確実に実行していくため「第２期北栄町子ど

も・子育て支援事業計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけと期間                      

この計画は、「子ども・子育て支援法」第６１条に基づく、「市町村子ども・子育て

支援事業計画第二期」として位置づけます。 

計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

 

３ 計画の対象                           

子ども・子育て支援は、社会全体で取り組む必要があることから、本町に居住するす

べての子ども、子育て家庭、地域住民等を対象とします。 

なお、この計画における「子ども」とは、妊娠期から乳幼児期・学童期を主とした概

ね１８歳までとします。 

  

第１章 計画の策定にあたって 
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４ 基本理念                            

  

 
 

 

すべての子どもは、「児童の権利に関する条約」にうたわれているように「子どもの

最善の利益」が実現される社会を目指すとの考えを基本に、その生命と発達が尊重され

なければなりません。家庭は、子育ての出発点であり、子どもの基本的な生活習慣や能

力を育むことは親が担うべき重要な役割ですが、急速な少子化の進行や家庭、地域を取

り巻く環境の変化により、子どもの育ちとともに親の育ちにも様々な影響を及ぼしてい

ます。 

子どもは、家族の一員としてかけがえのない存在であり、また、これからの社会を担

う力として大切な存在です。北栄町でも一人ひとりの心を育み、子どもにとってよりよ

い未来を楽しく期待を持って切り拓いていけるよう、世代間、地域がつながり、安心し

て子どもを産み育てられる社会の実現を目指し、行政をはじめ、家庭、地域がそれぞれ

の役割を果たしながら、連携・協力を図り、社会全体で子ども・子育てを支援する支え

愛の取組を進めていきます。 

 

 

 

５ 子ども・子育て支援会議                      

本計画の内容を審議し、子育て当事者等の意見が広く反映されるよう、子ども・子育

て支援法第７７条第 1 項に基づき「北栄町子ども・子育て支援会議」を設置し、議論を

行いました。 

 

  ◆子ども・子育て支援法 

(市町村等における合議制の機関) 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及

び当該施策の実施状況を調査審議すること。 
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【子ども・子育て支援事業の体系】 

国が示す「市町村子ども・子育て支援事業計画」に記載する事業は、「教育・保育給付」と

13項目の「地域子ども・子育て支援事業」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆こども園・保育所（園）の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●施設型給付  

 認定こども園 

 幼稚園、保育所 

●地域型保育事業  

 小規模保育事業 

 家庭的保育事業 

 居宅訪問型保育事業 

 事業所内保育事業 

 

教育・保育給付 

 

①利用者支援事業（子育て世代包括支援センター） 

②地域子育て支援拠点事業 

③一時預かり事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ） 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セ

ンター事業） 

⑧延長保育事業 

⑨病児・病後児保育事業 

⑩放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) 

⑪妊婦健康診査事業 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

地域子ども・子育て支援事業 

２号認定 

（保育の必要性あり） 

保育所（園） 

認定こども園 

（朝～夕方） 

１号認定 

（教育のみ） 

認定こども園 

（朝～昼過ぎ） 

３号認定 

（保育の必要性あり） 
保育所（園） 

認定こども園 

（朝～夕方） 

保育所（園）・こども園の定

期的な利用はできません。 

一時保育を利用できます。 

１か月の就労時間 

４８時間未満 ４８時間以上 

両親とも働いている、または

ひとり親家庭 

働 き 方 

両親のどちらかが働いている 
両親とも働いている、または

ひとり親家庭 

働 き 方 

両親のどちらかが働いている 

子どもの年齢 

３～５歳 ０～２歳 

４８時間未満 ４８時間以上 

選択できます 

１か月の就労時間 
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１ 北栄町の子ども人口の現状                      

①総人口の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 資料：2015年までは国勢調査、2020年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」データを使用  

 
総人口は、1995 年の 17,228 人をピークとして減少し続け、2015 年には 14,820 人と 15,000 人

を下回り、2040 年には、11,051人と推計されています。年少人口（0 歳～14 歳）は、総人口の傾
向と同じように減少を続けています。  

 

②年齢別人口の推移（０～５歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 

 

 北栄町の就学前児童数は、毎年減少しており、平成 27 年は 760 人でしたが、平成 31 年は

665人となっています。国内では令和元年生まれの子どもの数は統計開始から初めて 90万人

を割り、過去最少となり、これまでの見通しよりも速いペースで少子化が進んでいます。 
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120人

108人

112人
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平成31年

平成30年

平成29年

平成28年

平成27年
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760人 
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第２章 子ども・子育てを取り巻く現状 
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総人口 年少人口(15歳未満 )
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２ 就学前教育・保育の状況                      

①保育所等の概要 

施設名 公・私 定員 保育時間 延長 一時預かり 

北 条 こ ど も 園 公立 ２１３人 7:15～19:00 ○  

大 誠 こ ど も 園 公立 １５７人 7:15～19:00 ○  

由 良 こ ど も 園 公立 １３８人 7:15～19:00 ○ ○ 

大 谷 こ ど も 園 公立 ５７人 7:30～18:15   

北条み どり こど も園 私立 ９０人 7:15～19:00 ○ ○ 

栄 保 育 所 私立 ３０人 7:30～18:00 
希望に応じ
て実施  

 

②園児数の推移(４月１日現在)                            単位:人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北栄町の認定こども園・保育所在籍者は、わずかに減少傾向にありますが、保育教諭の確保が

できないため、希望する時期、園に入園できないケースはここにカウントされていません。 

これが現在の重要な課題となっています。 

 

  

182
190 195 197

180

145

125 128 126 123

106
98 99

93 94

39
45 42 39

27

83 84

72
78

71

23 26
21

15
11

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

栄保育所 

北条こども園 

大誠こども園 

由良こども園 

北条みどりこども園 

大谷こども園 

合 計 506 548 557 568 578 
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③園児の年齢構成推移(４月１日現在)                       単位:人 

歳児 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

０歳児 １７ １６ １９ １０ ９ 

１歳児 ９０ ８０ ７６ ７５ ７１ 

２歳児 １１２ １０８ １０１ ９４ ８５ 

３歳児 １１４ １２４(2) １１６ １１５(3) １０６(1) 

４歳児 １１９(1) １１６ １２５(2) １１９(2) １１５(1) 

５歳児 １２３(2) １２１(1) １１８ １２７(3) １１６(2) 

合 計 ５７５(3) ５６５(3) ５５５(2) ５４０(8) ５０２(4) 

  （ ）は１号認定の園児数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

３ 第１期計画（平成２７年度～令和元年度）における評価                

  

第 1期計画で設定した目標に対する実績値は以下のとおりです。 

◆量の見込み・・・どのくらい需要があるか   ◆確保の内容・・・いつ、どのくらい供給するか 

1教育・保育                                   単位：人 

１号認定 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 7 6 2 0 0 

確保の内容 30 30 30 30 30 

実績値 1 3 2 12 8 

単位：人 

２号認定 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 365 356 355 351 351 

確保の内容 393 393 393 393 393 

実績値 354 359 364 354 332 

単位：人 

３号認定（１・２歳） 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 185 185 185 185 185 

確保の内容 194 194 194 194 194 

実績値 204 191 190 173 170 

単位：人 

３号認定（０歳） 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 40 40 40 40 40 

確保の内容 68 68 68 68 68 

実績値 58 56 51 43 40 
             

 

 

 

 

 

  

1 号認定については、平成 30 年 4 月に北条みどり保育園が幼保連携型認定こども園に移行し

たことにより、実績が増加しました。平成 27 年度当初から、年度当初の待機児童はゼロを維持

しているものの、近年では、必要となる保育教諭の確保ができないため、年度途中からの利用

が難しく、育休期間の変更や就労に至ることができない保護者があります。平成 30年度では、

644 人の入所申し込みのうち 21 人は、必要な保育教諭が配置できないために第 1 希望での入所

はできませんでした。町全体でみると量の見込みを下回る実績となっていますが、このように

第 1 希望で入所できなかったケースは、受け入れ可能な他の園へ入所したり、やむを得ず年度

末まで家庭で保育を行うなど、園や年齢によっては潜在的な待機児童が発生しています。今後

も引き続き保育教諭の確保が困難な状況は続くと思われるため、保育教諭の確保に努めること

は当然ながら、町全体で効率的な職員配置となるような入所調整も必要です。 
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２地域子ども・子育て支援事業 

（１）利用者支援事業（子育て世代包括支援センター）               単位:か所 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

計画値 
量の見込み 1 1 1 1 1 

確保の内容 1 1 1 1 1 

実績値 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ネウボラ（neuvola）・・・フィンランド語でアドバイスの場（neuvo=アドバイス・la=場所）の意味 

 

（２）地域子育て支援拠点事業                        単位：人（延べ） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 

確保の内容 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所 

実績値 4,354 3,234 3,820 4,186 4,712 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談等への対応は、教育総務課と健康推進課が連携しながら実施していましたが、平成 29 年

4 月に、教育総務課に子育て世代包括支援センター(ネウボラ)を設置し、子育てに関するワンス

トップ窓口として専任の保健師を配置しました。すべての妊婦と面談し、妊娠から出産・子育

て期にわたり切れ目ない支援に取り組んでいます。国は妊娠 11 週以下の妊娠届出 100%という目

標設定をしていますが、平成 27 年度から 30 年度までに妊娠届出 20 週以降の妊婦が数人ありま

した。その背景として、若年での妊娠、予期せぬ妊娠で相談することができなかったり、妊娠

管理の知識不足が考えられますが、このようなケースを早期に把握し、虐待の未然予防につな

げることが課題です。 

各町立こども園で実施していた支援センター機能を、平成 29 年 4 月に北栄子育て支援センタ

ーとして 1か所に集約し、運営内容や環境整備を行いました。お菓子づくりやヨガなどの子育て

講座、初めて子育てをするお母さん向けの「はじめましての日」などを行い、子育て中の親子

の交流、学び、リフレッシュの場となっています。 
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（３）一時預かり事業（在園児）                        単位：人（延べ） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 0 0 0 0 0 

確保の内容 0 0 0 0 0 

実績値 0 0 0 130 18 

 

 

 

 

 

（３）一時預かり事業（在園児以外）                      単位：人（延べ） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 346 346 346 346 346 

確保の内容 346 346 346 346 346 

実績値 360 283 286 673 243 

 

 

 

 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業                             単位：人 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 120 120 120 120 120 

確保の内容 担当課:健康推進課  実施体制：保健師、助産師が実施 

実績値 108 119 111 115 101 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度は大幅に量の見込みを上回る利用がありましたが、里帰り出産による一時的な利

用の増加や年度末に入所保留となった家庭の利用によるものです。今後も需要動向、保護者の

ニーズ等を把握し、保護者の負担軽減を図る必要があります。 

出生数にあわせて推移しています。保健師が行う新生児訪問の情報を基に乳幼児と保護者の

状況を確認し、子育てに関する情報提供を行っています。また支援が必要な家庭は養育支援訪

問や他のサービスにつなげています。 

量の見込みは 0でしたが、平成 30年度は 130件の利用実績となりました。利用は緊急時に限

定されるため、ニーズを把握することは難しいですが、希望する保護者は利用が可能な状態に

あります。 
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（５）養育支援訪問事業                              単位：人 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 

量の見込み 15 15 15 15 15 

確保の内容 
担当課：教育総務課子育て支援室  

実施体制：指導員（子育て支援センター）、保健師、助産師等が実施 

実績値 8 13 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ）                  単位：人（延べ） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 1 1 1 1 1 

確保の内容 1 1 1 1 1 

実績値 0 0 8 34 2 

 

 

 

 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）      単位：人（延べ） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 6 6 5 4 4 

確保の内容 6 6 5 4 4 

実績値 10 12 1 7 2 

 

 

 

 

平成 27 年度当初から量の見込みを下回る結果となっています。対象となる家庭は年度により

増減はあり、量の見込みを設定することは難しいですが、虐待を未然に予防するため、必要と

なるケースがある場合には、関係課が情報共有しながら状況に応じた支援を適切に行う必要が

あります。 

平成 29 年度から利用がみられ、平成 30 年度は延べ 34 人と量の見込みを大幅に上回る結果と

なりました。一時的に家庭で子どもを養育できないケースには有効な支援となっています。 

平成 30 年度は依頼会員が 37 人、提供会員が 12 人でした。提供会員が減少しており、利用調

整が成立しないケースが増えています。今後は保護者の需要を見極めながら事業を検討する必

要があります。 
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（８）延長保育事業                                単位：人 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 65 64 64 64 64 

確保の内容 4 4 4 4 4 

実績値 46 45 41 34 43 

 

 

 

 

 

（９）病児・病後児保育事業                          単位：人（延べ） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 124 123 124 122 122 

確保の内容 124 123 124 122 122 

実績値 58 71 41 31 81 

 

 

 

 

 

  

平成 27 年度当初から量の見込みを下回る結果となりました。園によって実施状況は異なりま

すが、実績はおおむね 45 人で推移しています。保護者の仕事と子育ての両立には有効な事業と

なっていますが、園の開所時間に合わせ、必要となる職員数の確保が課題です。 

町内に受入施設がないため、倉吉市へ委託して実施しています。平成 27 年度当初から量の見

込みを大幅に下回る結果となりました。需要はあるものの物理的な利用のしにくさが大きな課

題です。 
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（10）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）                 単位：人 

北条なかよし学級 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 100 100 100 100 100 

確保の内容 100 100 100 100 100 

実績値 80 105 119 114 114 

最大利用者数（平日） － － 90 86 92 

  〃  （平日以外） － － 85 87 98 

 

大栄こども学級 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 
量の見込み 80 80 80 80 80 

確保の内容 80 80 80 80 80 

実績値 56 78 76 100 83 

最大利用者数（平日） － － 58 76 66 

  〃  （平日以外） － － 59 57 62 

 

 

 

 

 

 

 

（11）妊婦健康診査事業                           単位：回(延べ) 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度（見込み） 

計画値 

量の見込み 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 

確保の内容 

担当課：健康推進課  実施場所：医療機関  実施体制：医療機関に委託実施 

検査項目：問診・検尿・血液検査・分泌物検査・超音波検査・保健指導等 

実施時期：通年 

実績値 1,370 1,313 1,233 1,044 1,302 

出生数 106 102 102 88 105 

 

第３章 事業計画                     

 

平成 27 年度以降、低学年を中心に利用児童数が増加しており、量の見込みを上回る結果とな

っていますが、待機児童数ゼロを維持しています。令和元年７月から運営業務を民間事業者へ

委託し、小学生が安心して過ごすことのできる場所を提供しました。引き続き利用を希望する

児童を受け入れることができるよう、家族の状況や利用頻度などを勘案しながら児童数を整理

していく必要があります。登録者数に対する実際の利用状況は、平日及び平日以外（長期休

業・土曜日）とも量の見込みを下回っています。 

平成 27 年度当初から量の見込みを下回る結果となりましたが、対象となる妊婦健診受診票発

行者の妊婦健診受診率は 100％でした。 
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１ 教育・保育の量の見込みと確保方策                

（１）保育の必要性・必要量の認定 

認定区分 内  容 対象年齢 利用できる施設 

１号認定 教育標準時間（１日４時間程度） ３～５歳 
認定こども園 

幼稚園 

２号認定 
保育標準時間（１日１１時間まで） 

保育短時間（１日８時間まで） 

３～５歳 
認定こども園 

保育所 

３号認定 ０～２歳 

認定こども園 

保育所 

地域型保育 

 

（２）教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法第６１条により、市町村は、現在の教育・保育の利用状況、教育・

保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、小学校区単位、

中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅から容易に移動

することが可能な区域（教育・保育提供区域）を設定する必要があるとされています。 

北栄町では、現在の教育・保育の利用状況、日常生活圏域としてとらえられる町全体を１

つの提供区域として設定します。ただし利用者の意向や実態に沿って、個別の調整(広域入所

等)を随時行います。 

 

（３）各年度における教育・保育の量の見込みと提供体制の確保方策 

     計画期間における「教育・保育の量の見込み」を定めます。現状では教育・保育施設の定

員数を下回っているため、現在の教育・保育施設数で必要数が確保できると考えます。 

                                           単位:人 

１号認定 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 12 13 14 15 17 

確保の内容 39 39 39 39 39 

 

  

第３章 事業計画 
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                                           単位:人  

２号認定 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 324 316 308 300 293 

確保の内容 369 369 369 369 369 

                                           単位:人 

３号認定（１・２歳） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 157 149 142 135 128 

確保の内容 211 211 211 211 211 

                                           単位:人  

３号認定（０歳） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 31 29 27 25 23 

確保の内容 66 66 66 66 66 

※上記において、本計画期間中の地域型保育事業(小規模保育等)の利用はないものと見込みます。 

 

全体でみると、１号、２号及び３号認定とも、量の見込みに対する定員は充足していますが、

年齢別の保育ニーズでは、特に３号認定に係る年度途中からの受け入れにおいて、保育教諭の確

保が難しく、希望通りの受け入れができないことが大きな課題となっています。保育ニーズに沿

った受け入れを実施していくためは、今後利用希望者の減少が見込まれる施設については、その

施設の老朽化や町全体における保育教諭の確保のため、園の在り方について検討を進める必要が

あります。さらに、園児数に対して効率的な職員配置となるよう必要に応じて利用調整を行うこ

とも必要です。 

また、特別な支援を必要とする児童の保育を行うための加配を行うとともに、一人ひとりの発

達に応じた質の高い幼児教育・保育を行うため、こども園内外における研修機会の確保と内容の

充実を図り、保育教諭等の資質向上に努めます。 

さらに、保育教諭にとって負担となっている一般事務の見直しや、教育・保育に関わる時間を

増やすなど、保育教諭にとって働きやすい環境を整え、保育教諭を確保します。  
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２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策         

 

 子ども・子育て支援法に「地域子ども・子育て支援事業」として定められる１３事業につ

いて、「教育・保育の量の見込み」と同様に、近年の利用状況の推移等により、計画期間にお

ける量の見込みを定めます。（第 1期における実績を基にした推計） 

 

（１）利用者支援事業（子育て世代包括支援センター）               単位：か所 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 1 1 1 1 1 

確保の内容 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

提供体制：子育て世代包括支援センター 

 

（２）地域子育て支援拠点事業                         単位：人(延べ) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

確保の内容 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

  

 

 

 

 

 

提供体制：北栄子育て支援センター 

 

 

子ども及びその保護者が、子育てに関する支援を円滑に利用できるよう、子育て世代包括支

援センター(ネウボラ)が中心となって相談や情報提供等を行うとともに、関係機関との連絡調

整などを行います。引き続き子育てに関するワンストップ窓口として、妊娠から出産・子育て

期にわたり、よりきめ細やかに切れ目ない支援を実施し、虐待予防に取り組みます。 

【主な取り組み】 

北栄町子育てガイドブック配布、親育ち事業、保健師による全ての妊婦面談、支援プラン作成 など 

   

 

【 

子育て中の親子が気軽に利用し、親子で一緒に遊んだり、交流を通じて子育てに関する情報

交換や仲間づくり、母親のリフレッシュの場を提供し、子育ての不安感等の緩和と子どもの健

やかな育ちを支援します。 

【主な取り組み】 

子育て講座（カフェご飯づくり、ベビーマッサージなど）、はじめましての日、母子手帳アプリや 

ＬＩＮＥを活用した情報発信 など 
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（３）一時預かり事業(在園児)                         単位：人(延べ) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 10 10 10 10 10 

確保の内容 10 10 10 10 10 

 

 

 

提供体制：町立こども園、北条みどりこども園 

 

（３）一時預かり事業(在園児以外)                       単位：人（延べ） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 346 346 346 346 346 

確保の内容 346 346 346 346 346 

 

 

 

提供体制：由良こども園、北条みどりこども園 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業                            単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 100 100 100 100 100 

確保の内容 対象者すべてに実施する。 

 

 

 

 

提供体制：母子保健担当保健師、訪問相談員 

  

こども園の在園児を対象に、通常の教育時間の前後や長期休業期間中に預かり、子育て世帯

の様々なニーズに対応します。 

保護者の都合などにより、家庭で保育ができない場合に、こども園で一時的に子どもを預か

り、保護者の社会参加、心理的・身体的負担の軽減を図り、子育てを支援します。 

乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や、保護者と子の健康管理や育児につい

ての相談・助言などを行います。乳児とその保護者の心身の状況、養育環境を把握し、必要な

支援につなげます。 
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（５）養育支援訪問事業                              単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 10 10 10 10 10 

確保の内容 支援が必要なすべてのケースへ対応する。 

 

 

 

 

提供体制：保健師、訪問相談員 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ）                  単位：人(延べ) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 1 1 1 1 1 

確保の内容 1 1 1 1 1 

 

 

 

提供体制：社会福祉法人 因伯子供学園へ委託 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）      単位：人(延べ) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 6 6 6 6 6 

確保の内容 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

提供体制：子育て支援センター(利用調整)、提供会員 

 

 

妊婦面談や乳児家庭全戸訪問事業で把握した情報を基に、出産前から育児不安を抱える要支

援家庭を早期に発見し、養育に関する指導や支援を行います。問題が多様化してきており、き

め細やかに対応するため、定期的に関係者による連絡会で情報を共有し、虐待の未然予防に努

めます。 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

子どもを養護施設等で夜間もしくは休日に預かり、児童とその家庭の福祉の向上を図ります。 

子育てに関して「援助を受けたい人」と「援助したい人」が会員となって相互に助け合い、

地域全体で子育てを支援します。子育て世帯にとって、地域における一時的な保育サービスは

重要な子育て支援ではありますが、提供会員の減少によりニーズに沿った対応が困難となって

いることから、お互いに不安を解消し、利用しやすい環境整備に取り組みます。 
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（８）延長保育事業                                単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 45 45 45 45 45 

確保の内容 45 45 45 45 45 

 

 

 

提供体制：町立こども園（大谷こども園を除く）、北条みどりこども園、栄保育所（希望に応じて実施） 

 

（９）病児・病後児保育事業                          単位：人(延べ) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 50 50 50 50 50 

確保の内容 50 50 50 50 50 

 

 

 

 

提供体制：倉吉市に委託 

 

（10）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）                 単位：人 

北条なかよし学級 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 100 100 100 100 100 

確保の内容 100 100 100 100 100 

 

大栄こども学級 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 80 80 80 80 80 

確保の内容 80 80 80 80 80 

 

 

 

 

保護者が就労等により放課後家庭にいない小学生を対象に、授業の終了後、遊びや集団生活

の場を提供します。基本的な生活習慣や異年齢児童との関わりを通じ、今後も児童の自主性、

社会性などについて、より一層向上を図れるよう、地域へ周知し、様々な教育資源を幅広く活

用し、多様な学習・体験プログラムを実施します。 
 
【開所時間】平日：放課後～午後７時、土曜日及び長期休業：午前８時～午後７時 

保護者の就労形態の多様化、長時間勤務等に伴う保育時間の延長に対するニーズに対応する

ため、通常の保育時間を超えて保育を行い、子育て家庭を支援します。 

子どもが病気の際に、保護者が就労などにより家庭で保育することが困難な場合、医療機関

に敷設された専用スペースにおいて一時的に保育し、就労している保護者が安心して子育てで

きる環境を提供します。物理的な利便性に対するニーズはありますが、町内に実施可能な施設

がないため、現状通り実施します。 

提供体制：(民間事業者に委託)北条なかよし学級、大栄こども学級 
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◆放課後子ども教室との連携 

   国が平成３０年９月に「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、すべての小学校区で放課

後児童クラブ及び放課後子ども教室を一体的に又は連携して実施することを目指すとされまし

た。これにより、この計画では、北栄町放課後子ども総合プランの見直しを含め、次のとおり

取り組みます。 

 

  ・町内全ての放課後児童クラブにおいて、放課後子ども教室への参加呼びかけや、放課後子ど

も教室のスタッフを派遣する連携型による共通プログラムを引き続き実施します。 

・放課後児童クラブ支援員と放課後子ども教室コーディネーターが情報提供や相互協力、連携

して活動プログラムを検討する機会を活用し、今後も継続して実施します。 

  ・放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の児童が参加するプログラムを実施する際には、特

別な配慮を必要とする児童の受け入れと、それらの児童が安心して過ごすことができる環境

整備に留意して実施します。 

  ・児童の状況等を学校関係者、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室との間で相互に話し合 

い、必要に応じて専門機関等と連携して適切に対応します。 

   ・放課後児童クラブ、放課後子ども教室のそれぞれの所管課が日常的に情報提供や相互協力し、

放課後子ども総合プラン運営委員会等においても引き続き児童の放課後対策事業に係る課題

解決に努めます。 

    

（11）妊婦健康診査事業                           単位：回(延べ) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 
量の見込み 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 

確保の内容 対象者すべてに実施する。 

 

 

 

提供体制：医療機関に委託 

  

妊娠中に必要な健康診査を受診できるよう援助し、妊娠中の経過を見守るとともに、異常の

早期発見・早期治療につなげます。 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

【事業概要】 

 保護者の世帯所得の状況等を勘案して、認定こども園等に対して保護者が支払うべき

教材費や行事費及び給食費等を助成する事業です。 

【量の見込みの考え方】 

 必要に応じて実施の有無を検討することとし、計画期間中の当事業の実施に係る量の

見込み及び確保方策は設定しないこととします。 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

【事業概要】 

 民間事業者の参入の促進に関する調査研究や、その他の多様な事業者の能力を活用し

た特定教育・保育施設等の設置、運営を促進するための事業です。 

【量の見込みの考え方】 

本町では、教育・保育の必要量に対して必要となる施設が確保できているため、今後

の状況をみながら必要に応じて検討することとし、計画期間中の当事業の実施に係る量

の見込み及び確保方策は設定しないこととします。 

 

 

３ 計画の進行管理                            
 

本計画の推進にあたっては、主となる子どもや子育て家庭とそれを取り巻く地域・こど

も園・保育所など、子ども・子育て支援事業者・学校・関係機関、団体・行政などが相互

に連携し、目標に向けてそれぞれが積極的、効果的に取り組んでいくことが必要です。 

 

この計画の進捗管理及び「確保方策」の実施状況に

ついては、「北栄町子ども・子育て支援会議」が中心と

なり、ＰＤＣＡサイクル「Ｐlan（計画）－Ｄo（実

行）－Ｃheck（評価）－Ａction（見直し）のプロセス

を踏まえた進行管理に努めます。 

 

  

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ
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○北栄町子ども・子育て支援会議条例 

 

平成25年９月19日 

条例第15号 

(設置) 

第１条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第１項

の規定に基づき、北栄町子ども・子育て支援会議(以下「子育て支援会議」という。)を

設置する。 

(所掌事務) 

第２条 子育て支援会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

２ 子育て支援会議は、前項に規定する事務に関し、町長に意見を述べることができる。 

(組織) 

第３条 子育て支援会議は、委員16人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。 

(１) 福祉・保健・医療・教育等識見を有する者 

(２) 子育て当事者  

(３) 一般公募町民  

(４) 法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(５) その他町長が特に必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第４条 子育て支援会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、子育て支援会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

(会議) 

第５条 子育て支援会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 



22 

 

２ 子育て支援会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 子育て支援会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

(部会) 

第６条 子育て支援会議は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、

その職務を代理する。 

５ 前条の規定は、部会の議事について準用する。 

(意見の聴取等) 

第７条 子育て支援会議(部会を含む。) は、議事において必要があると認めるときは、関

係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求め

ることができる。 

(庶務) 

第８条 子育て支援会議の庶務は、教育総務課において処理する。 

(委任) 

第９条 この条例に定めるもののほか、子育て支援会議の運営に関し必要な事項は、会長

が子育て支援会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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北栄町子ども・子育て支援会議委員名簿 

 

 

職 名 氏  名 構成区分 

会 長 伊 奈 公 子 1号委員（福祉・保健・医療・教育等見識を有する者） 

副 会 長 入 江 明 代 1号委員（福祉・保健・医療・教育等見識を有する者） 

委 員 森 田 秀 子 1号委員（福祉・保健・医療・教育等見識を有する者） 

委 員 津 島  望 2号委員（子育て当事者） 

委 員 青 島 陽 子 2号委員（子育て当事者） 

委 員 鹿 島 恵 里 3号委員（一般公募町民） 

委 員 松 岡 幸 子 4号委員（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者） 

委 員 松 本 八 千 代 4号委員（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者） 

任期：令和元年１２月１日から令和３年１１月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

５年後、１０年後、子育てをするならこんな北栄町になっていてほしいという 

委員からの応援メッセージです。 

 

 

子どもたちが 
人のぬくもりを 
感じられる居場所
づくりを大切に 

どの子も 
わが子のように 
見守り支えて 
いきましょう 

子育ては支え愛 
「子育てするなら北栄町」 
の実現を願って・・・ 
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